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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書の送付について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項

の規定により、審査に付された平成３０年度の健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類並びに公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類の審査を行ったので、その結果について別紙のとおり意見書

を送付します。 
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平成３０年度唐津市健全化判断比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

  健全化判断比率の審査に当たっては、市長から提出された健全化判断比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類が、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律及びその他の関係法令等に従い適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。 

 

２ 審査の結果 

(1) 総合意見 

   審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

                                      

健全化判断比率名 比   率 早 期 健 全 化 基 準 

① 実 質 赤 字 比 率 ― １１.６３ ％ 

② 連結実質赤字比率 ―    １６.６３ ％ 

③ 実 質 公 債 費 比 率    １３.０ ％ ２５.０  ％ 

④ 将 来 負 担 比 率   １０８.１ ％ ３５０.０  ％ 

 

(2) 個別意見 

   ① 実質赤字比率について 

    平成30年度において、一般会計等における歳入歳出差引額は 904,447千円

で、継続費、繰越明許費等による翌年度に繰り越すべき財源318,650千円を

差し引いた実質収支額は 585,797千円の黒字となり、実質赤字額は生じな

い。そのため、実質赤字比率は算定されないことを確認した。 

    実質赤字比率の算出数値は、次表のとおりである。 

（単位：千円、％） 

会  計  名 実質収支額 標準財政規模 実質赤字比率

一般会計等 585,797 34,315,145 －

 一般会計 556,645

養護老人ホーム特別会計 0

有線テレビ事業特別会計 29,152

介護保険特別会計(普通会計分) 0

後期高齢者医療特別会計(普通会計分) 0

※ 実質赤字比率（％）：実質収支赤字額／標準財政規模×100 
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② 連結実質赤字比率について 

平成30年度において、一般会計、特別会計及び公営企業会計の実質収支

額及び資金不足・剰余額の合計である連結実質収支額は 8,971,957千円の

黒字となり、連結実質赤字額は生じない。そのため、連結実質赤字比率は

算定されないことを確認した。 

    連結実質赤字比率の算出数値は、次表のとおりである。 

                                   （単位：千円、％）  

会  計  名 実質収支額 
資金不足 
・剰余額 

一般会計等 一般会計 556,645 －

 

 

 

養護老人ホーム特別会計 0 －

有線テレビ事業特別会計 29,152 －

介護保険特別会計(普通会計分) 0 －

後期高齢者医療特別会計(普通会計分) 0 －
一般会計等以外

の特別会計のう

ち公営企業に係

る特別会計以外

の特別会計 

国民健康保険特別会計 277,263 －

介護保険特別会計(普通会計分除く) 340,697 －

後期高齢者医療特別会計(普通会計分除く) 3,628 －

介護サービス事業特別会計 13,919 －

法適用企業 水道事業会計 － 1,735,751

工業用水道事業会計 － 103,393

市民病院きたはた事業会計 － 547,004

モーターボート競走事業会計 － 5,363,585

法非適用企業 下水道特別会計 － 0

集落排水特別会計 － 0

浄化槽整備特別会計 － 0

観光施設特別会計 － 920

北波多中央部開発事業特別会計 － 0

実質収支額等小計 1,221,304 7,750,653

連結実質収支額合計 8,971,957

標準財政規模 34,315,145

連結実質赤字比率 －

    ※ 連結実質赤字比率（％）：連結実質赤字額／標準財政規模×100 

    

   ③ 実質公債費比率について 

実質公債費比率は、使途が特定されている特定財源を除き、使途が特定 

されていない毎年度の経常的収入である地方税などの財源のうち、公債費

や公債費に準ずるものを合わせた実質的な公債費相当額に充当されたもの

の占める割合を、過去3か年の平均値として算出するものである。 

平成30年度の実質公債費比率は 13.0％となっており、早期健全化基準の

25.0％を下回っている。 

また、ここ数年においては、地方債の借入れに当たって県の許可が必要 

とされる 18.0％を下回っている。 
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実質公債費比率の算出数値は、次表のとおりである。 

                                  （単位：千円、％） 

区   分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

地方債元利償還額① 8,304,217 8,305,796 8,016,275

公債費に準ずると認められる額② 2,971,643 2,857,210 2,744,852

特定財源③ 315,295 299,238 317,414

基準財政需要額算入額④ 7,084,915 7,222,764 6,973,900

標準財政規模⑤ 35,743,991 35,267,678 34,315,145

単年度実質公債費比率 13.52329 12.98276 12.69076

実質公債比率（3か年平均） 13.0 

    ※ 単年度実質公債費比率（％）：（①＋②－③－④）/（⑤－④）×100 

 

   ④ 将来負担比率について 

    将来負担比率は、一般会計等が将来的に償還すべき地方債の現在高、退職

手当負担見込額及び公営企業債等償還財源繰入見込額等から、基金などの

地方債償還等に充てることができる財源等を差し引いた実質的な将来負担

額の財政規模に対する割合である。 

平成30年度の決算に基づく将来負担比率は 108.1％で、早期健全化基準

の 350.0％を下回っており、前年度の 109.9％に比べ 1.8ポイント低下し

ている。 

将来負担比率の算出数値は、次表のとおりである。 

（単位：千円、％） 

区     分 金 額 等 

将来負担額 ① 126,753,956

 一般会計等地方債現在高 85,090,282

債務負担行為に基づく支出予定額 2,536,812

公営企業債等償還財源繰入見込額 29,058,755

退職手当負担見込額 8,845,371

設立法人の負債額等負担見込額 1,222,736

連結実質赤字額 0

組合等連結実質赤字額負担見込額 0

充当可能基金額 ② 11,862,780

充当可能特定財源額 ③ 3,145,550

地方債等現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 ④ 82,173,269

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ⑤ 6,973,900

標準財政規模 ⑥ 34,315,145

将来負担比率 108.1

    ※ 将来負担比率（％）：（①－（②＋③＋④））/（⑥－⑤）×100 
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(3) 是正改善を要する事項 

    健全化判断比率においては、早期健全化基準未満となっており、実質赤字も

生じていないことから特に指摘すべき事項はない。 

今後も、財政の健全化に努められたい。 
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平成３０年度唐津市資金不足比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

  資金不足比率の審査に当たっては、市長から提出された公営企業の資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律及びその関係法令等に従い適正に作成されているかどうかを主眼

として実施した。 

 

２ 審査の結果 

(1) 総合意見 

   審査に付された次の会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。   

                                      

会 計 名 資 金 不 足 比 率 経 営 健 全 化 基 準 

下 水 道 特 別 会 計 ― ２０.０ ％ 

集 落 排 水 特 別 会 計 ― ２０.０ ％ 

浄 化 槽 整 備 特 別 会 計 ― ２０.０ ％ 

観 光 施 設 特 別 会 計 ― ２０.０ ％ 

北波多中央部開発事業特別会計 ― ２０.０ ％ 

水 道 事 業 会 計 ― ２０.０ ％ 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ２０.０ ％ 

市 民 病 院 き た は た 事 業 会 計 ― ２０.０ ％ 

モーターボート競走事業会計 ― ２０.０ ％ 
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(2) 個別意見 

   資金不足比率とは、公営企業会計等の資金不足額が事業の規模に占める割合

を示すものである。 

平成30年度の資金不足比率について、対象とするいずれの会計も資金不足額

は生じていない。そのため、資金不足比率は算定されないことを確認した。 

資金不足比率の算出数値は、次表のとおりである。 

                         （単位：千円） 

会  計  名 資金剰余額 事業の規模 

法適用企業 水道事業会計 1,735,751 2,626,002

工業用水道事業会計 103,393 37,651

市民病院きたはた事業会計 547,004 543,272

モーターボート競走事業会計 5,363,585 48,353,680

法非適用企業 下水道特別会計 0 1,506,121

集落排水特別会計 0 145,034

浄化槽整備特別会計 0 84,011

観光施設特別会計 920 0

北波多中央部開発事業特別会計 0 0

  ※ 資金不足比率（％）：資金不足額／事業の規模×100 

  ※ 事業の規模（千円）：営業収益の額－受託工事収益の額 

 

(3) 是正改善を要する事項 

   特に指摘すべき事項はない。 

 



 


